
空き家再生等推進事業 【除却事業タイプ】 （社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却を行う。

事業主体 地方公共団体 民間（例）※6

負担割合

（除却等に要
する費用は

が

交付対象限
度額）

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5

不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用

（「除却工事費」＋「除却により通常生ずる損失の補償費」）※5×8/10

※5 除却工事費については、除却工事費の１㎡当たりの額（一定の単価の上限あり）
に、不良住宅又は空き家住宅の延べ面積を乗じて得た額を限度とする。

（注）空き家住宅及び空き建築物に係るものについては、空家等対策計画に基づいて行
われる場合に限る。ただし、平成27年度から３年間の経過措置期間を設ける。

対象地域

助成対象費用

空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として
地域住宅計画※２又は都市再生整備計画※３に定められた区域

居住誘導区域※４を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域

不良住宅
・住宅地区改良法第2条第4項に規定するもの

（空き家かどうかにかかわらず対象）

空き家住宅
・跡地が地域活性化のために供されるもの

空き建築物
・跡地が地域活性化のために供されるもの

※6 国費は、地方公共団体補助の1/2

民間

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5地方公共団体

【福井県越前町】 老朽化した空き家住宅を除却し、ポケットパークとして活用

対象施設
※１ 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画
※２ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画
※３ 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画
※４ 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域

空家等対策計画※１に定められた空家等に関する対策の対象地区

空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用

不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の所有者の特定に要する費用

所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等

社会資本整備総合交付金
及び防災・安全交付金の内数



空き家再生等推進事業 【活用事業タイプ】 （社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

居住環境の整備改善を図るため、空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。

事業主体 地方公共団体 民間（例）※5※6

負担割合

（ が

交付対象
限度額） 地方公共団体

国費 1/2

1/2
民間

地方公共団体

国費 1/3

1/3

1/3
空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用

対象地域

空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域

本事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、
今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又
は空き建築物

※ 民間企業等又は個人に補助する場合は、地域コミュニティ維持・再生の用
途に10年以上活用されるものに限る

※5 要する費用に2/3を乗じた額と地方公共団体が交付する補助金の額のうちいずれか少ない額
※6 国費は、地方公共団体補助の1/2

【広島県庄原市】
長屋住宅を交流・展示施設として活用

【奈良県五條市】
町家を滞在体験施設として活用

空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及
び地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、体
験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供す
るため、当該住宅等の取得（用地費を除く。）、移転、増
築、改築等を行う

助成対象費用

対象施設

事業内容

空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として
地域住宅計画※２又は都市再生整備計画※３に定められた区域（居住誘導区域※４を定めた場合はその区域内に限る。）

※１ 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画
※２ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画
※３ 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画
※４ 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域

空家等対策計画※１に定められた空家等に関する対策の対象地区

空き家住宅・空き建築物の改修等に要する費用

空き家住宅・空き建築物の所有者の特定に要する費用

空き家住宅等を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文
化施設等の用に供するため行う住宅等の取得（用地費を除く。）、移転、増築、
改築等

所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等

社会資本整備総合交付金
及び防災・安全交付金の内数



空き家対策総合支援事業 平成28年度予算：20億円（皆増）

空家等対策計画に基づき実施する空き家の活用や除却などを地域のまちづくりの柱として実施する
市町村に対して、国が重点的・効率的な支援を行うため、社会資本整備総合交付金とは別枠で措置

①空家対策特別措置法に基づく「空家等対策
計画」を策定している

②空家対策特別措置法に基づく「協議会」を
設置するなど、地域の民間事業者等との連
携体制がある

など

補助対象市区町村

【上記計画に基づく事業】
・空き家の活用
（例：空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）

・空き家の除却
（例：ポケットパークとして利用するための空き家の解体）

・関連する事業
（例：空き室を低所得者向けの住宅に活用、周辺建物の外観
整備）

など

補助対象事業

市区町村 等

事業主体

事業活用イメージ

居住環境の整備改善のため、
空き家を除却、空き室を低所得
者向けの住宅に活用

空き家を地域活性化のための
観光交流施設に活用し、その周
辺建物の外観を整備

１／２ 等

補助率
法定の「協議会」など民間事業者等と連携

空き家の活用 周辺建物の外観整備 空き家の除却 空き室の活用

市町村による「空家等対策計画」に基づく事業を支援

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After



空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置（固定資産税等）

○ 空家の総数（Ｈ25年10月1日時点で820万戸）は増加し続けており、今後とも、人
口減少により全国的な空家の増加が懸念される状況。

○ 特に、管理が不十分になった空家は、火災の発生や建物の倒壊、衛生面や景
観面での悪化等多岐にわたる問題を発生させることから、空家対策の重要性が
高まっている。
（地方公共団体においても、空家の適正管理等に関する条例が401件（H26.10時点）施行されている。）

○ このような適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、
固定資産税等の特例措置（人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅
用地特例）を解除すべきとの指摘がある。

○ また、前臨時国会において「市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関
する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措
置を講ずるものとする」との規定を含む「空家等対策の推進に関する特別措置
法」が成立したところ。

○ 以上を踏まえ、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援
する観点から、固定資産税等の住宅用地特例に係る上述の措置を講ずることが
必要。

空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、空家の存
する敷地に係る固定資産税等について必要な措置を講ずる。

（※現行の住宅用地特例）

小規模住宅用地
（200㎡以下の部分）

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

【種類別の空家数の推移】

【管理が不十分な空家のイメージ】
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その他の住宅

賃貸用又は売却用の住宅

二次的住宅

空き家率

（万戸）

330
394

448

576

659
757 820

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

（参考）空家の種類
・二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
・賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空家になっている住宅
・その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期
にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

空家率

長期間人が住んでいない空家

概要

施策の背景

窓が割れ、放置されている空家

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）の規定に基づき、市町村長が特定空家等（注）の所有者等
に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について
固定資産税等の住宅用地特例（※）の対象から除外することとする。 （注）周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等



空き家の発生を抑制するための特例措置の創設（所得税・個人住民税）

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き
家（除却後の敷地を含む。）の有効活用を促進することにより、空き家の発生を抑制するための新たな制度を創設する。

周辺の生活環境に悪影

響を及ぼし得る空き家

の数は、毎年平均して

約6.4万戸増加。

空き家が増加傾向

居住用家屋

が空き家とな

る契機として

「相続時」が

最多。

毎年平均して
約６．４万戸増加

○空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年11月成立）

・ 空家等の管理は、一義的には所有者の責任（第３条）

・ 必要な財政上の措置及び税制上の措置を講じる（第15条）

○骨太の方針2015（平成27年6月30日閣議決定）

「空き家等の適切な管理・利活用を推進する」

空き家対策の位置付け
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【出典】住宅・土地統計調査（総務省）
（万戸）

賃貸・売却用等以外の「その他の住宅」

周辺の生活環境に悪影響を

及ぼし得る空き家の約７５％は

旧耐震基準の下で建築され、

そのうち約６０％が「耐震性の

ない」ものと推計。

相続が原因で空き家が発生

施策の背景

相続して
取得

新築として
注文・購入

中古として
購入

不
明無

償
譲
渡

【出典】 平成２６年空家実態調査

※１

＜個人住宅が空き家となった理由＞

趣旨

要望の結果

内容

※１ 被相続人のみが居住していた旧耐震基準の戸建て住宅等であり、
相続を機に空き家となったもの。

※２ 相続以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡した
場合に限る。

※３ ※１のうち耐震性のないものは、耐震リフォームをした場合に限る。

相続人が、相続により生じた古い空き家又は

当該空き家の除却後の敷地を平成28年４月

１日から平成31年12月31日までの間に譲渡

した場合、譲渡所得から３０００万円を特別控

除する。

※３

問題となる空き家の実態

※２

※２ 旧耐震基準：昭和56年5月31日以前の基準
※３ 平成２５年における住宅の耐震化の進捗状況の

推計値として、平成２７年６月に国土交通省が公表

※１ 平成２６年空き家実態調査

○相続人が使う見込みのない古い住宅が空き

家として放置され、それが周辺の生活環境

に悪影響を与えることを未然に防止すること

が重要。

○「使える空き家は利用し、使えない空き家は

除却する」観点から、使う見込みのない空き

家やその除却後の敷地の流通による有効活

用を促進し、空き家の発生を抑制することが

必要。

※１

※２

※３



建築系施設 都市基盤施設 建築系施設＋都市基盤施設

平成22年度 29.195 84.268 113.463

平成23年度 70.134 82.799 152.933

平成24年度 60.037 81.470 141.507

平成25年度 61.401 133.088 194.489

平成26年度 82.923 125.167 208.090

平均 60.738 101.358 162.096

年度
維持更新費用　[億円]

四日市市　維持更新費用実績値



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 建築系施設の維持更新費用の推計（事業費） 

  

60.7 

実績 

107.1 

推計 
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図 7 主な都市基盤系施設の維持更新費用の推計（事業費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 8 公共施設等【建築系施設・都市基盤系施設】の維持更新費用の推計（事業費） 

 

 

 

 

 

 

図 8 公共施設等【建築系施設・都市基盤系施設】の維持更新費用の推計（事業費） 

101.4 

実績 

167.2 
推計 

162.1 

実績 

274.4 

推計 
















